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注 意 事 項 

 

１ これは法律科目試験の問題冊子です。ページ数は，表紙を除い

て，１ページです。 

２ 問題は１問，解答用紙は１枚，下書用紙は１枚です。解答用紙

の記載を確認し，所定の解答用紙を使用してください。 

３ 解答は所定の解答用紙に横書きで書いてください。罫線外およ

び裏面を使用してはいけません。なお，使用する筆記用具の指定

はありません。 

４ 解答用紙の所定の箇所には，受験番号のみを記入してくださ

い。氏名を書いてはいけません。 

５ 配布した解答用紙は持ち出してはいけません。 

６ 試験時間の途中で退室することはできません。 

７ 試験終了後，問題冊子および下書用紙は持ち帰ってください。 
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［憲法］（６０点） 

 

司法書士法（以下「法」という。）は，司法書士の業務の一つとして，登記手続の代

理を挙げ（３条１項１号），司法書士又は司法書士法人以外の者がこうした業務を行う

ことを禁止し（７３条１項参照），違反に対して罰則を設けている（７８条１項）（法７

３条１項のうち，司法書士又は司法書士法人以外の者が登記手続の代理をすることを禁

止した部分を，以下「本件規定」という。）。 

本件規定に対してかねてより不満を抱いていた行政書士Ｙは，複数の依頼者の依頼を

受けて不動産登記など１０件の登記申請代理を行ったため，本件規定に違反したとして，

法７８条１項に基づき起訴された。 

Ｙは，本件規定が憲法２２条１項に違反する，また仮に本件規定自体は違憲ではない

としても，同規定をＹに適用することが憲法２２条１項に違反すると主張した。Ｙの主

張の当否を検討しなさい。 

なお，行政書士は，「他人の依頼を受け報酬を得て，官公署に提出する書類…その他

権利義務又は事実証明に関する書類…を作成すること」（行政書士法１条の２）を主た

る業務とする者である。また，法７３条１項ただし書きの規定にもかかわらず，行政書

士が登記手続の代理をすることを認めた法律の規定はない。 

 

［参考条文］ 

司法書士法（抜粋） 

（目的） 

第１条 この法律は，司法書士の制度を定め，その業務の適正を図ることにより，登記，

供託及び訴訟等に関する手続の適正かつ円滑な実施に資し，もつて国民の権利の保護

に寄与することを目的とする。 

（業務） 

第３条 司法書士は，この法律の定めるところにより，他人の依頼を受けて，次に掲げ

る事務を行うことを業とする。 

一 登記又は供託に関する手続について代理すること。 

（第２号以下及び第２項以下省略） 

（非司法書士等の取締り） 

第７３条 司法書士会に入会している司法書士又は司法書士法人でない者（協会を除

く。）は，第３条第１項第１号から第５号までに規定する業務を行つてはならない。

ただし，他の法律に別段の定めがある場合は，この限りでない。 

（第２項以下省略） 

第７８条 第７３条第１項の規定に違反した者は，１年以下の懲役又は１００万円以下

の罰金に処する。 

（第２項省略） 
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［刑法］ 
 

２０１９年８月２４日（土） 

 

１４：４０～１５：４０ 

 

 

 

 

 

注 意 事 項 

 

１ これは法律科目試験の問題冊子です。ページ数は，表紙を除い

て，１ページです。 

２ 問題は１問，解答用紙は２枚，下書用紙は１枚です。解答用紙

の記載を確認し，所定の解答用紙を使用してください。 

３ 解答は所定の解答用紙に横書きで書いてください。罫線外およ

び裏面を使用してはいけません。なお，使用する筆記用具の指定

はありません。 

４ 解答用紙の所定の箇所には，受験番号のみを記入してくださ

い。氏名を書いてはいけません。 

５ 配布した解答用紙は持ち出してはいけません。 

６ 試験時間の途中で退室することはできません。 

７ 試験終了後，問題冊子および下書用紙は持ち帰ってください。 
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［刑法］（６０点）    

  

次の事例を読んで，（１）および（２）に答えなさい。 

Ａは，恨みを抱いていたＢを殺害しようと思い，空き地で，Ｂに向けて実弾が装てんされ

たけん銃の引き金を引いた。ところが事前の操作を誤っていたため弾が発射されず，けん銃

を奪おうとしたＢともみ合いとなり，Ｂにけん銃を取り上げられた。そこへたまたま通りか

かったⅩは，けん銃を手にしていたＢを見て，ＢがＡを殺そうとしていると勘違いして，ち

ょうど足元にあったレンガ（長さ２１センチメートル，幅１０センチメートル，厚さ３セン

チメートルで重さ約１.２キログラム。）を拾ってＢに向けて投げた。レンガはＢの右腕に当

たり，Ｂは加療約３週間の上腕骨折の傷害を負った。 

 

（１）ⅩがＢに向けてレンガを投げて負傷させた行為に正当防衛が認められないことを説

明しなさい。 

 

（２）ⅩがＢに向けてレンガを投げて負傷させた行為が違法であることを前提として，故意

責任を認めることができるか論じなさい。 
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［民事法］ 
 

２０１９年８月２４日（土） 

 

１６：００～１８：１０ 

 

 

 

注 意 事 項 

 

１ これは法律科目試験の問題冊子です。ページ数は，表紙を除い

て，３ページです。 

２ 問題は民法３問，民事訴訟法１問，商法１問の計５問，解答用

紙は民法３枚，民事訴訟法１枚，商法１枚，下書用紙は１枚で

す。解答用紙の記載を確認し，所定の解答用紙を使用してくださ

い。 

３ 解答は所定の解答用紙に横書きで書いてください。罫線外およ

び裏面を使用してはいけません。なお，使用する筆記用具の指定

はありません。 

４ 解答用紙の所定の箇所には，受験番号のみを記入してくださ

い。氏名を書いてはいけません。 

５ 配布した解答用紙は持ち出してはいけません。 

６ １７時００分以降１８時００分までの間については，解答用紙

を提出して退出することができます。退出後，受験室に戻ること

はできません。 

７ 試験終了後，問題冊子および下書用紙は持ち帰ってください。 
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［民法］（８０点） 

 

以下の文章を読んで，後記の〔第１問〕から〔第３問〕までに答えなさい。 

 

ＡはＢとの間で，２００７年７月７日，自己所有の甲土地をＢに贈与する旨の契約を締結

し，その旨を記載した書面を作成した。Ａは，ただちに甲土地をＢに引き渡したが，同年７

月２４日，Ｂへの所有権移転登記を行う前に亡くなった。ＣはＡの唯一の相続人であるが，

Ａを相続し，同年８月２０日，甲土地について相続を原因とするＣ名義の所有権移転登記を

行った。 

なお，Ｂは，Ａから甲土地の贈与を受けた直後から現在（２０１９年８月２４日）に至る

まで，甲土地上に乙建物を建築し，そこに居住し続けている。 

 

〔第１問〕（２０点） 

 Ｂは，Ｃに対して，Ａからの贈与によって甲土地の所有権を取得したことを主張したい。

この主張が認められるかどうか，理由を付して論じなさい。 

 

〔第２問〕（４０点） 

Ｃは，Ｄに対して甲土地を売却し，Ｄ名義の所有権移転登記も行われた。Ｄは，Ｂが甲土

地の贈与を受けて，そこに居住し続けている経緯や事情を全く知らなかった。 

 Ｂは，Ｃから甲土地の売却を受けたＤに対して，取得時効によって，甲土地の所有権を取

得したことを主張したい。この主張が認められるかどうか，上記のＣからＤへの甲土地の売

却が，①２０１５年５月５日であった場合と，②２０１８年８月８日であった場合とに分け

て，それぞれ理由を付して論じなさい。 

 

〔第３問〕（２０点） 

Ｃは，２０１８年８月８日，Ｄに対して甲土地を売却し，Ｄ名義の所有権移転登記も行わ

れた。ＤがＣから甲土地の売却を受けたのは周辺不動産の価格高騰を好機とみた投機目的

であった。Ｄは，甲土地の購入時に，Ｂによる甲土地の利用は知っていたが，すぐに転売す

るつもりであったので特に調査することはなく，ＤからＢへの照会等も行われなかった。Ｄ

は，甲土地上の乙建物の築年数等の現況をみて，Ｂが長年にわたって甲土地を利用している

ことは認識していた。また，もしもＢが甲土地について何か言ってきたらＢに買値の倍の値

段で買い取らせてやろうと考えていた。 

 Ｂは，Ｃから甲土地の売却を受けたＤに対して，取得時効によって，甲土地の所有権を取

得したことを主張したい。この主張が認められるかどうか，理由を付して論じなさい。 
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［民事訴訟法］（３０点） 

 

Ｘは，「Ｚに３００万円を貸与したが，返済期限が過ぎてもＺが返済しない。」と主張し

て，Ｚの貸金債務の連帯保証人Ｙに対し，３００万円の支払を求める訴えを提起した。 

Ｘの提訴を知ったＺは，Ｙに補助参加して，貸金債務の弁済を主張した。しかし，裁判

所は，貸金債務の弁済を認めず，Ｙに３００万円の支払を命じる判決をし，この判決が確

定した。 

この確定判決は，誰と誰との間で，どのような効力を生じるか，説明しなさい。 
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［商法］（３０点） 

 

会社法上の公開会社であるＰ株式会社（発行可能株式総数１万株，発行済株式総数４００

０株。種類株式発行会社ではない。) の代表取締役Ａは，募集新株式２０００株を取引先で

あるＱ株式会社にすべて割り当て，１株１０００円で発行した。Ｐ社の株式の１株当たりの

価値は，この新株発行の前は，１株１万円であったが，この新株発行により，1株７０００

円に下落した。 

この新株発行について，取締役会の決議，新株発行の公示は適法になされているが，株主

総会の決議はなされていない。 

Ｐ社の株式１０００株を５年前から保有するＢは，Ｑ社およびＡの責任を追及するため

に，会社法上どのような請求をすることができるか，説明しなさい。 

 

 

 

 

 


